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な
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を
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「
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に
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。
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大
分
県
条
例
第
三
十
号

　
　
　

豊
か
な
人
生
を
送
る
た
め
に
「
人
生
会
議
」
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る
条
例

　

可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
多
く
の
県
民
の
願
い
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
住
ま
い
・
医
療
・
介
護
・
予
防
・
生
活
支
援
が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
と
な
る
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
充
実
を
図
る
に
は
、
医
療
・
介
護
等
の
専
門
職
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ

で
暮
ら
す
住
民
の
理
解
、
協
力
が
必
須
で
あ
り
、
「
人
生
会
議
」
に
対
す
る
理
解
が
広
が
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
で
の
関
心
が
さ
ら
に
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

国
が
普
及
啓
発
を
進
め
る
「
人
生
会
議
」
は
、
本
人
が
希
望
す
る
医
療
や
ケ
ア
な
ど
を
受
け
る
た
め
に
大

切
に
し
て
い
る
こ
と
や
望
ん
で
い
る
こ
と
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
医
療
や
ケ
ア
を
望
む
か
な
ど
に
つ
い
て
、

自
分
自
身
で
前
も
っ
て
考
え
、
家
族
や
友
人
な
ど
周
囲
の
信
頼
す
る
人
た
ち
と
何
度
も
話
し
合
い
、
し
っ
か

り
と
共
有
す
る
取
組
で
あ
る
。

　

本
県
は
、
こ
れ
ま
で
「
健
康
寿
命
日
本
一
」
を
掲
げ
、
県
を
挙
げ
た
取
組
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
、
よ
り
一
層
県
民
一
人
一
人
の
人
生
の
質
を
高
め
、
全
て
の
県
民
が
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と

の
で
き
る
大
分
県
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

　

（
目
的
）

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
県
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
が
連
携
・
協
力
し
、
人
生
会
議
に
関
す
る
普
及
啓
発

　

を
広
く
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
生
会
議
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
関
係
機
関
」
と
は
、
医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

　

五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
）
、
老

　

人
福
祉
施
設
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福

　

祉
施
設
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
人
生
会
議
に
関
係
す
る
機
関
・
施
設
等
を
い
う
。

　

（
普
及
啓
発
の
推
進
等
）

第
三
条　

県
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等
の
手
段
に
よ
り
、
広
く
県
民
に
対
し
て
人

　

生
会
議
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

県
は
、
前
項
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

人
生
会
議
は
、
本
人
の
主
体
的
な
意
思
に
よ
り
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
取
組
を
行
う
又
は
行
わ
な

　
　

い
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　

二　

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
誰
も
が
日
常
的
に
話
し
合
え
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

　
　

り
、
知
り
た
く
な
い
、
考
え
た
く
な
い
な
ど
、
各
人
の
意
思
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ

　
　

と
。

　

（
人
材
の
育
成
）

第
四
条　

県
は
、
地
域
に
お
け
る
人
生
会
議
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
担
う
人
材
を
養
成
す
る
た
め
、
市
町
村

　

及
び
関
係
機
関
の
職
員
等
に
対
し
、
知
識
の
習
得
、
理
解
の
促
進
の
た
め
の
研
修
等
必
要
な
取
組
を
行
う

　

も
の
と
す
る
。

　

（
市
町
村
及
び
関
係
機
関
の
役
割
等
）

第
五
条　

市
町
村
及
び
関
係
機
関
は
、
県
が
実
施
す
る
人
生
会
議
に
関
す
る
普
及
啓
発
に
連
携
・
協
力
す
る

　

と
と
も
に
、
各
々
創
意
工
夫
し
た
人
生
会
議
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

関
係
機
関
は
、
本
人
や
本
人
を
身
近
で
支
え
る
家
族
等
に
対
し
、
人
生
会
議
に
関
す
る
適
切
な
情
報
を

　

提
供
す
る
等
の
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
条
例
）


